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地域から信頼され、明るく活気溢れる最先端工場を目指しています

投票区名 施設名
船引第１ 市役所
船引第２ 今泉多目的集会所
船引第３ 文珠出張所
船引第４ 美山出張所
船引第５ 瀬川出張所
船引第６ 移出張所
船引第７ 活性化施設北移南移コミュニティプラザ
船引第８ 芦沢農業センター
船引第９ 七郷出張所

船引第１０ 要田出張所
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わたしの一票　わたしの未来
田村市長選挙が行われます
任期満了に伴う田村市長選挙は 3 月 30 日 ( 日 ) 告示、任期満了に伴う田村市長選挙は 3 月 30 日 ( 日 ) 告示、
4 月 6 日 ( 日 ) 投開票の日程で行われます。4 月 6 日 ( 日 ) 投開票の日程で行われます。

≪期日前投票所≫≪期日前投票所≫

≪移動期日前投票所≫≪移動期日前投票所≫

≪当日投票所≫≪当日投票所≫
４月６日 ( 日 )　午前７時～午後６時４月６日 ( 日 )　午前７時～午後６時
投票日当日は、投票所入場券に記載のある下記投票所で投票ができます。投票日当日は、投票所入場券に記載のある下記投票所で投票ができます。

※投票の際は、ご自宅へ郵送される投票所入場券を持参してください。※投票の際は、ご自宅へ郵送される投票所入場券を持参してください。
※投票所入場券が届いていない場合は、本人確認が取れ、選挙人名簿に登録されていれば投票は可能ですので、各投票所係※投票所入場券が届いていない場合は、本人確認が取れ、選挙人名簿に登録されていれば投票は可能ですので、各投票所係
員に申し出てください。（本人確認の際に、お名前、生年月日等の確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします）員に申し出てください。（本人確認の際に、お名前、生年月日等の確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします）
問市選挙管理委員会事務局　市選挙管理委員会事務局　(82-111382-1113

新規申請は保健福祉部高齢福祉課のほか各行政局で行えます。また、地域包括支援センターに代行してもらうこともで新規申請は保健福祉部高齢福祉課のほか各行政局で行えます。また、地域包括支援センターに代行してもらうこともで
きます。介護保険制度に関する Q&A も市ホームページに掲載しましたので気になる方はご覧ください。きます。介護保険制度に関する Q&A も市ホームページに掲載しましたので気になる方はご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問保健福祉部 高齢福祉課　保健福祉部 高齢福祉課　(82-1115　82-1115　　　　　　　　　　　　　　　 介護保険制度については、こちら→

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには、まずは要介護（要支援）認定の申請が必要です。ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには、まずは要介護（要支援）認定の申請が必要です。
【介護認定について】【介護認定について】

　介護保険制度は、介護を社会全体で支えることを目的として平成 12 年に創設されました。介護保険への加入は 40　介護保険制度は、介護を社会全体で支えることを目的として平成 12 年に創設されました。介護保険への加入は 40
歳以上とし、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、保険料をご負担いただいております。今回、歳以上とし、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、保険料をご負担いただいております。今回、
まだまだ知られていない介護保険制度の一部をご紹介します。まだまだ知られていない介護保険制度の一部をご紹介します。

大事な
投票

忘れずに！

施設名 開設期間 開設時間
市役所

３月３１日 ( 月 ) ～４月５日 ( 土 )

午前８時３０分～午後８時
滝根行政局

午前８時３０分～午後７時
おおごえふるさと館

都路行政局
常葉行政局
文珠出張所

４月２日 ( 水 ) ～４月５日 ( 土 ) 午前８時３０分～午後５時

美山出張所
瀬川出張所
移出張所

芦沢出張所
七郷出張所
要田出張所

投票区名 施設名
滝根第１ 滝根行政局
滝根第２ 滝根公民館菅谷分館
滝根第３ 天地人大学
大越第１ おおごえふるさと館
大越第２ 大越農村婦人の家
大越第３ 牧野多目的交流センター
都路第１ 都路行政局
都路第２ 岩井沢体育館
常葉第１ 常葉行政局
常葉第２ 西向中集会所
常葉第３ 常葉公民館関本分館
常葉第４ 常葉公民館山根分館

施設名 開設日 開設時間
早稲川多目的交流センター駐車場

４月２日 ( 水 )
午前１０時～１１時

横道区集会所駐車場 午後１時～２時
旧中山生涯学習センター駐車場 午後３時～４時

要介護認定の流れ

サービス利用には有効期間があります。引き続き
サービスを利用するには更新申請が必要です。

サービス利用中でも、心身の状態が変わったときは
区分変更申請をすることができます。

新規申請

認定調査

主治医意見書

認定審査会 認定

結果通知

ケアプラン作成

サービスの利用

更新申請

区分変更申請

知っておきたい！知っておきたい！

かいごほけんかいごほけん

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課（(0247-81-2117）へ


